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告示 
○ 自動車税（種別割）等の収納事務委託に係る告示（税務課） 

○ 保安林の指定の解除予定（森づくり課） 

○ 嵐山町平沢土地区画整理組合の定款の変更（市街地整備課） 

○ 不在者投票を行うことができる施設の指定解除（選挙管理委員会） 

○ 選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
収
納
事
務
を
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地

八 株
式
会
社
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン 

代
表
取
締
役 

永
松 

文
彦 

 

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二

十
一
号 

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

細
見 

研
介 

 

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一

番
二
号 

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン 

代
表
取
締
役 

竹
増 

貞
信 

   

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番

三
号 

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ

ー
タ 

代
表
取
締
役
社
長 

本
間 

洋 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び 

代 
 

表 
 

者 
 

氏 
 

名 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
、

個
人
事
業
税
及
び
不
動

産
取
得
税
に
係
る
徴
収

金
の
収
納
事
務
（
上
欄

に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の

受
託
者
の
直
営
店
舗
及

び
こ
れ
ら
の
者
と
フ
ラ

ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
等
を

締
結
し
て
い
る
加
盟
店

舗

に

お

け

る

収

納

事

務
） 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
、

個
人
事
業
税
及
び
不
動

産
取
得
税
に
係
る
徴
収

金
の
収
納
事
務
（
左
欄

の
徴
収
金
の
と
り
ま
と

め
） 委 

託 

内 

容 

同
右 

令
和
三
年
三
月
一
日
か

ら
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で 

 

 

 
委 

託 

期 

間 



  

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁

目
五
番
地
一 

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

藤
本 

明
裕 

 

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目

十
番
一
号 

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長 

飯
島 

延
浩 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一

番
一
号 

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン
株
式

会
社 

代
表
取
締
役 

横
山 

敏
貴 

 

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町

大
字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一 

株
式
会
社
ポ
プ
ラ 

代
表
取
締
役
社
長 

目
黒 

俊
治 

 

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西

五
丁
目
四
百
二
十
一
番
地 

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

赤
尾 

洋
昭 

 

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二 

十
七
号 

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス 

代
表
取
締
役 

飯
吉 

真 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
旭
台
４
４
番 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

嵐
山
町
平
沢
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
六
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
平
沢
字
延
明
橋
の
全
部
及
び
字
上
原
、
字
中
谷
、
字
金
井
、
字 

 

下
山
、
字
京
枝
、
字
表
の
各
一
部 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
字
上
の
一
部 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
志
賀
字
吹
上
、
字
蜻
蛉
橋
、
字
金
平
の
各
一
部 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
千
手
堂
字
川
枝
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
杉
山
千
三
十
番
地
一 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
六
年
四
月
二
十
二
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

第
十
六
条
中
「
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
」
を
削
除
す
る
。 

 
 

第
四
十
一
条
中
「
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
」
を
削
除
す
る
。 

 
 

第
八
十
条
第
二
項
中
「
は
年
六
％
」
を
「
の
利
率
は
、
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る 

 

公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
規
定
す
る 

 

法
定
利
率
」
に
変
更
す
る
。 

七 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
三
年
六
月
十
五
日 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
三
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

種 

別 

社
会
福
祉
法
人
秩
父
正
峰
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
大
滝
・
桜
の

園 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
秩
父
市
大
字
大
滝
百
六
十
六
番
地 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
四
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
三
年
六
月
十
五
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

一 

日
時 

令
和
三
年
六
月
十
八
日 

 

午
後
一
時
三
十
分 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

戸
田
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 
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